
1522章　国　家

へ
の
出
入
り
の
た
め
に
独
自
の
旅
行
文
書
を
発
給
で
き
る
。

（11）

香
港
特
別
行
政
区
に
お
け
る
公
秩
序
の
維
持
は
、
香
港

特
別
行
政
区
政
府
の
責
任
で
あ
る
。

（12）

香
港
に
関
す
る
中
華
人
民
共
和
国
の
右
の
基
本
政
策
、

及
び
本
共
同
声
明
の
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
そ
の
詳
細
は
、

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代
表
大
会
に
よ
り
、
中
華
人

民
共
和
国
香
港
特
別
行
政
区
基
本
法
に
規
定
さ
れ
、
五
〇

年
間
は
不
変
と
す
る
。

四　

連
合
王
国
政
府
及
び
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
、
本
共
同

声
明
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
一
九
九
七
年
七
月
一
日
ま
で
の

過
渡
期
に
お
い
て
は
、
経
済
的
繁
栄
と
社
会
的
安
定
を
維
持

し
保
存
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
連
合
王
国
政
府
が
香
港
の
行

政
に
責
任
を
負
い
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
こ
れ
に
協
力

す
る
こ
と
を
声
明
す
る
。

五　

連
合
王
国
政
府
及
び
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
、

一
九
九
七
年
に
お
け
る
統
治
の
円
滑
な
移
行
を
確
保
し
本
共

同
声
明
を
効
果
的
に
履
行
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
本
共
同
声

明
の
効
力
発
生
に
伴
い
中
英
合
同
連
絡
グ
ル
ー
プ
を
設
置
し
、

同
グ
ル
ー
プ
は
本
共
同
声
明
の
附
属
書
Ⅱ
の
規
定
に
従
っ
て

設
置
さ
れ
か
つ
活
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
声
明
す
る
。

六　

連
合
王
国
政
府
及
び
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
、
香
港
に

お
け
る
土
地
貸
借
契
約
及
び
そ
の
他
の
関
連
事
項
は
、
本
共

同
声
明
の
附
属
書
Ⅲ
の
規
定
に
従
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
を

声
明
す
る
。

七　

連
合
王
国
政
府
及
び
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
、
以
上
の

声
明
及
び
本
共
同
声
明
の
附
属
書
を
実
施
す
る
こ
と
に
合
意

す
る
。

八　

本
共
同
声
明
は
批
准
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
批
准
書
の

交
換
の
日
を
も
っ
て
効
力
を
発
生
す
る
。
批
准
書
の
交
換
は
、

一
九
八
五
年
六
月
三
〇
日
以
前
に
北
京
で
行
う
。
本
共
同
声

明
及
び
附
属
書
は
、
等
し
く
拘
束
力
を
有
す
る
。

　

一
九
八
四
年
一
二
月
一
九
日
に
北
京
に
お
い
て
、
英
語
及
び

中
国
語
で
各
二
部
を
作
成
し
、
両
文
を
正
文
と
す
る
。

附
属
書
Ⅰ
～
Ⅲ
及
び
交
換
覚
書
（
略
）

2 
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ド
イ
ツ
に
関
す
る
最
終
的
解
決

に
つ
い
て
の
条
約
（
抄
）

署　
　

名　

一
九
九
〇
年
九
月
一
二
日（
モ
ス
ク
ワ
）

効
力
発
生　

一
九
九
一
年
三
月
一
五
日

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
、
フ
ラ
ン
ス
共
和

国
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
、

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、

各
国
民
が
一
九
四
五
年
以
来
互
い
に
平
和
の
う
ち
に
生
活
し

て
き
た
こ
と
を
自
覚
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
分
割
を
克
服
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
最
近
の
歴
史
的
変
化
に
留
意
し
、

ベ
ル
リ
ン
及
び
ド
イ
ツ
全
体
に
関
す
る
四
国
の
権
利
と
責
任

並
び
に
戦
時
及
び
戦
後
に
お
け
る
四
国
の
こ
れ
と
対
応
す
る
協

定
及
び
決
定
を
考
慮
し
、

国
際
連
合
憲
章
に
基
づ
く
義
務
に
従
っ
て
、
人
民
の
同
権
及

び
自
決
の
原
則
の
尊
重
に
基
礎
を
お
く
諸
国
間
の
関
係
を
発
展

さ
せ
る
こ
と
、
並
び
に
世
界
平
和
を
強
化
す
る
た
め
に
他
の
適

当
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
決
意
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
協
力
会
議
が
ヘ
ル
シ
ン
キ
に
お
い
て

署
名
し
た
最
終
決
定
書
の
諸
原
則
を
想
起
し
、

こ
れ
ら
の
諸
原
則
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
正
当
か
つ
永
続
的
な
平

和
的
秩
序
の
構
築
の
確
か
な
基
盤
を
な
し
て
き
た
こ
と
を
認
識
し
、

　

す
べ
て
の
者
の
安
全
保
障
上
の
利
害
を
考
慮
す
る
こ
と
を
決
意
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
対
立
を
最
終
的
に
克
服
し
、
か
つ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
協
力
を
発
展
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
確
信
し
、

と
り
わ
け
効
果
的
な
軍
備
管
理
、
軍
縮
及
び
信
頼
醸
成
措
置
を

講
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
全
保
障
を
進
ん
で
強
化
す
る
こ
と
、
互

い
に
敵
対
者
と
み
な
さ
ず
信
頼
と
協
力
の
関
係
を
築
く
た
め
に
進

ん
で
努
力
す
る
こ
と
、
並
び
に
、
そ
の
た
め
の
適
切
な
制
度
的
予

防
手
段
の
創
設
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
協
力
会
議
の
枠
組
み
の

中
で
積
極
的
に
検
討
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、

　

ド
イ
ツ
国
民
が
自
決
権
を
自
由
に
行
使
し
て
、
統
一
ヨ
ー

ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
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ロ
ッ
パ
に
お
け
る
平
等
で
主
権
を
も
っ
た
構
成
員
と
し
て
世
界

の
平
和
に
貢
献
す
る
た
め
、
ド
イ
ツ
の
国
家
的
統
一
を
達
成
す

る
意
思
を
表
明
し
た
こ
と
を
歓
迎
し
、

確
定
的
な
国
境
を
有
す
る
国
家
と
し
て
の
ド
イ
ツ
の
統
一
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
平
和
と
安
定
に
重
要
な
貢
献
を
す
る
こ

と
を
確
信
し
、

　

ド
イ
ツ
に
関
す
る
最
終
的
解
決
を
定
め
る
こ
と
を
意
図
し
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
及
び
民
主
的
か
つ
平
和
な
国
家
と

し
て
の
ド
イ
ツ
の
統
一
に
よ
っ
て
、
ベ
ル
リ
ン
と
ド
イ
ツ
全
体
に

関
す
る
四
国
の
権
利
と
責
任
が
そ
の
役
割
を
失
う
こ
と
を
認
識
し
、

一
九
九
〇
年
二
月
一
三
日
の
オ
タ
ワ
宣
言
に
従
い
、

一
九
九
〇
年
五
月
五
日
ボ
ン
に
お
い
て
、
一
九
九
〇
年
六
月

二
二
日
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
、
一
九
九
〇
年
七
月
一
七
日
パ
リ

に
お
い
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
外
務
大
臣
参
加
の
下
に
、
及
び

一
九
九
〇
年
九
月
一
二
日
モ
ス
ク
ワ
に
お
い
て
会
合
し
た
各
外

務
大
臣
が
代
表
し
て
、

　

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条〔
統
一
ド
イ
ツ
の
領
域
〕（1）　

統
一
ド
イ
ツ
は
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
及
び
全
ベ
ル
リ
ン
の
領
域

か
ら
成
る
。
そ
の
対
外
的
国
境
は
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
及

び
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
国
境
で
あ
り
、
か
つ
、
本
条
約
の

効
力
発
生
の
日
に
最
終
的
と
な
る
。
統
一
ド
イ
ツ
の
国
境
の

最
終
的
性
格
の
確
認
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
平
和
秩
序

の
不
可
欠
の
要
素
を
成
す
。

（2）

統
一
ド
イ
ツ
及
び
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
は
、
国
際
法
的
に

拘
束
力
を
も
つ
条
約
に
よ
っ
て
両
国
間
に
現
存
す
る
国
境
を

確
認
す
る
。

（3）

統
一
ド
イ
ツ
は
、
他
国
に
対
す
る
い
か
な
る
領
土
的
請
求

も
有
さ
ず
、
か
つ
、
将
来
に
お
い
て
も
こ
れ
を
要
求
し
な
い
。

（4）

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
及
び
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
政
府
は
、

統
一
ド
イ
ツ
の
憲
法
が
こ
れ
ら
の
諸
原
則
と
相
容
れ
な
い
い

か
な
る
規
定
を
も
含
ま
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
の
前
文
並
び

に
第
二
三
条
第
二
文
及
び
第
一
四
六
条
に
定
め
ら
れ
た
諸
規

定
に
も
該
当
す
る
。

（5）

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連

邦
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
府
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

及
び
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
政
府
に
よ
る
、
こ
れ
に
関
す
る

約
束
及
び
宣
言
を
正
式
に
承
認
し
、
か
つ
そ
の
履
行
が
統
一

ド
イ
ツ
の
国
境
の
最
終
的
性
格
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
宣
言
す
る
。

第
二
条〔
武
力
不
行
使
〕ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
及
び
ド
イ
ツ
民
主

共
和
国
の
政
府
は
、
ド
イ
ツ
の
国
土
か
ら
平
和
の
み
が
生
ま
れ

る
と
い
う
み
ず
か
ら
の
宣
言
を
再
確
認
す
る
。
統
一
ド
イ
ツ
の

憲
法
に
従
い
、
諸
国
民
の
平
和
的
関
係
を
妨
げ
、
と
り
わ
け
侵

略
戦
争
を
準
備
す
る
こ
と
と
な
り
か
つ
そ
の
意
図
で
行
う
行
為

は
、
憲
法
違
反
で
あ
り
か
つ
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
で
あ
る
。
ド
イ

ツ
連
邦
共
和
国
及
び
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
政
府
は
、
統
一
ド

イ
ツ
が
憲
法
及
び
国
際
連
合
憲
章
に
一
致
す
る
場
合
を
除
い
て

決
し
て
そ
の
武
器
を
使
用
し
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る
。

第
三
条〔
核
兵
器
等
の
不
保
持
、
兵
力
の
削
減
〕

（1）　

ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
及
び
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
政
府
は
、
核
兵
器
、

生
物
兵
器
及
び
化
学
兵
器
の
製
造
、
保
有
及
び
管
理
を
放
棄

す
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
。
両
国
政
府
は
統
一
ド
イ
ツ
も
こ

の
義
務
に
従
う
こ
と
を
宣
言
す
る
。
と
り
わ
け
一
九
六
八
年

七
月
一
日
の
核
兵
器
の
不
拡
散
に
関
す
る
条
約
の
権
利
及
び

義
務
は
、
統
一
ド
イ
ツ
に
引
き
続
き
適
用
さ
れ
る
。

（2）

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
政
府
は
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
政

府
と
の
完
全
な
合
意
の
下
に
、
一
九
八
〇
年
八
月
三
〇
日

ウ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
通
常
戦
力
交
渉
の
際
に
次

の
声
明
を
発
し
た
。

　
　

「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
政
府
は
、
統
一
ド
イ
ツ
の
兵
力
を

三
な
い
し
四
年
以
内
に
三
七
万
人
の
兵
力（
陸
海
空
軍
兵
力
）

ま
で
削
減
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
こ
の
削
減
は
、
第
一
次

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
通
常
戦
力
協
定
の
効
力
発
生
と
と
も
に
開
始
す

る
。
こ
の
総
上
限
の
範
囲
内
で
、
協
定
し
た
と
こ
ろ
に
従
っ

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
通
常
戦
力
交
渉
の
対
象
と
な
る
陸
軍
及
び
空

軍
兵
力
は
、
三
四
万
五
〇
〇
〇
人
を
越
え
な
い
も
の
と
す
る
。

連
邦
政
府
は
、
陸
軍
及
び
空
軍
兵
力
の
削
減
の
約
束
を
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
通
常
戦
力
の
削
減
に
対
す
る
重
要
な
ド
イ
ツ
の
貢
献

と
考
え
る
。
連
邦
政
府
は
、
今
後
の
交
渉
に
お
い
て
他
の
交

渉
参
加
国
も
兵
力
制
限
措
置
を
含
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
全

保
障
と
安
定
及
び
強
化
に
貢
献
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。」

　
　

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
政
府
は
、
こ
の
声
明
に
明
確
に
同
意

し
た
。

（3）

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北

部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和

国
連
邦
並
び
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
府
は
、
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
及
び
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
政
府
の
こ
の
声
明
に
留

意
す
る
。

第
四
条〔
駐
留
ソ
連
軍
の
撤
退
〕（1）　

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
ド

イ
ツ
民
主
共
和
国
及
び
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
の

政
府
は
、
統
一
ド
イ
ツ
及
び
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連

邦
が
、
こ
の
条
約
の
第
三
条
第
二
項
に
定
め
る
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
及
び
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
政
府
の
約
束
の
履
行
に
関

連
し
て
、
現
在
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
領
域
及
び
ベ
ル
リ

ン
に
駐
留
す
る
ソ
連
軍
の
滞
在
の
条
件
及
び
期
間
、
並
び
に

一
九
九
四
年
末
ま
で
に
完
了
す
る
当
該
ソ
連
軍
の
撤
退
の
処
理

に
つ
い
て
、
条
約
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
を
声
明
す
る
。

（2）

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
府
は
、

こ
の
声
明
に
留
意
す
る
。

第
五
条〔
東
ド
イ
ツ
地
域
の
軍
事
力
〕（1）　

こ
の
条
約
の
第
四
条

に
従
い
、
現
在
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
領
域
及
び
ベ
ル
リ

ン
か
ら
の
ソ
連
軍
の
撤
退
が
完
了
す
る
ま
で
、
同
地
域
に
は

統
一
ド
イ
ツ
の
兵
力
と
し
て
、
そ
の
他
の
ド
イ
ツ
領
域
に
お

け
る
ド
イ
ツ
軍
が
加
わ
っ
て
い
る
同
盟
機
構
に
は
統
合
さ
れ

な
い
ド
イ
ツ
領
土
防
衛
軍
の
部
隊
の
み
が
配
置
さ
れ
る
。
こ

の
条
の
第
二
項
の
規
定
に
従
い
、
こ
の
期
間
、
他
の
国
の
軍

隊
は
、
同
地
域
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
な
く
又
は
他
の
軍
事
的

活
動
も
行
わ
な
い
。

（2）

現
在
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
領
域
及
び
ベ
ル
リ
ン
に

ソ
連
軍
が
駐
留
す
る
間
、
ド
イ
ツ
の
要
望
に
基
づ
き
、
フ
ラ

ン
ス
共
和
国
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
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ン
ド
連
合
王
国
並
び
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
は
、
統
一

ド
イ
ツ
政
府
と
当
該
三
国
政
府
と
の
間
の
協
定
に
よ
り
、
引

き
続
き
ベ
ル
リ
ン
に
駐
留
す
る
。
ベ
ル
リ
ン
に
駐
留
す
る
ド

イ
ツ
以
外
の
国
の
軍
隊
の
兵
力
及
び
装
備
は
、
こ
の
条
約
の

署
名
の
時
点
に
お
け
る
よ
り
も
強
化
さ
れ
な
い
。
ド
イ
ツ
以

外
の
国
の
軍
隊
に
よ
っ
て
同
地
域
に
新
た
な
種
類
の
兵
器
は
、

持
ち
込
ま
れ
な
い
。
統
一
ド
イ
ツ
政
府
は
、
ベ
ル
リ
ン
に
軍

隊
を
配
置
し
て
き
た
諸
国
の
政
府
と
、
こ
れ
ら
の
国
と
の
現

在
の
関
係
を
公
正
に
考
慮
し
た
条
件
で
条
約
を
締
結
す
る
。

（3）

現
在
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
領
域
及
び
ベ
ル
リ
ン
か
ら

の
ソ
連
軍
の
撤
退
完
了
後
は
、
他
の
ド
イ
ツ
領
域
に
お
け
る

と
同
様
に
軍
事
同
盟
機
構
に
所
属
し
て
い
る
ド
イ
ツ
軍
を
同

地
域
に
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
核
兵
器
の
運

搬
手
段
を
有
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
通
常
の
攻

撃
能
力
に
加
え
て
他
の
攻
撃
能
力
を
持
つ
こ
と
は
で
き
る
が
、

ド
イ
ツ
の
同
地
域
に
お
い
て
は
通
常
の
役
割
の
た
め
に
装
備

さ
れ
か
つ
そ
の
た
め
に
の
み
用
い
ら
れ
る
通
常
兵
器
シ
ス
テ

ム
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
外
国
の
軍
隊
及
び
核
兵
器
又
は
核

兵
器
運
搬
手
段
は
、
ド
イ
ツ
の
同
地
域
に
駐
留
す
る
こ
と
は

な
く
、
同
地
域
へ
配
備
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。

第
六
条〔
同
盟
の
権
利
〕同
盟
に
所
属
す
る
統
一
ド
イ
ツ
の
権
利

は
、
そ
の
こ
と
か
ら
生
ず
る
す
べ
て
の
権
利
及
び
責
任
と
と

も
に
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
。

第
七
条〔
四
国
の
権
利
及
び
責
任
の
終
了
〕（1）　

フ
ラ
ン
ス
共
和

国
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合

王
国
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
並
び
に
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
は
、
ベ
ル
リ
ン
及
び
ド
イ
ツ
全
体
に
関
す
る
権
利

及
び
責
任
を
こ
れ
を
も
っ
て
終
了
さ
せ
る
。
こ
の
結
果
、
こ

れ
に
関
連
す
る
四
国
の
協
定
、
決
議
、
実
施
事
項
は
終
了
し
、

四
国
の
す
べ
て
の
関
連
組
織
は
解
散
さ
れ
る
。

（2）　

統
一
ド
イ
ツ
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
対
内
及
び
対
外
の
事
項

に
対
し
て
完
全
な
主
権
を
有
す
る
。

第
八
条〔
批
准
〕

第
九
条〔
効
力
発
生
〕　
　
　

（
略
）

第
一
〇
条〔
正
文
、
寄
託
者
〕
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